
「日常 の論理」 の教 育のた めの準備

一論証/説 明/感 化の論理 の区別 とその内実 一

難波　博孝1

要約

　本論 は,「 日常の論理」の教育のために必要な準備 を行 うものであ る。 日常の論理 は,非 形式論理

学の論理 であ り,形 式論理学の論理 と対照 をなす。 日常の論理 は,議 論の論理 ・説明の論理 ・感化 の

論理 の三つに分類できる。議論の論理は,正 しさを立証す るもの,説 明の論理 は,す でに正 しい と考

えられていることの原因や理 由な どを説明す るもの,感 化の論理は,ま だ正 しいとは限 らない主張に

よって受 け手を感化するもの とした。また,ト ポス(=通 念)論 を援用 し,議 論の論理 は,固 有の ト

ポス(領 域固有の知識)を 出発点 として,専 門家が専門家に向けたもの,説 明の論理は,固 有の トポ

スを出発点 として,専 門家が大衆に向けた もので,小 中の説 明文に見 られ るもの,感 化の論理は,共

通の トポス(人 々がそ う考える傾 向)を 出発点 として,大 衆(多 くの場合非専門家的な知識 人)が 大

衆に向けた もので,中 高の評論文に見 られ るもの,と した。 さらに,そ れぞれの特質に合わせた教育

の必要性が展望 される とした。

キー ワー ド:日 常言 語 の論 理,説 明,感 化,論 証,国 語 科

1.は じめ に一こ こ まで の 議 論一

私 は,2009年 以 降,以 下 の よ うな論考 を発 表 して きた。

難波博孝(2009a)「 母語教育の教育内容の妥当性の担保 について 一 特に説明文/評 論文教材 にっ

いて 一」『国語教育研究』50　 広島大学国語教育会

難波博孝(2009b)「 論理/論 証教育の思想(1)一 「論理」と 「論証」の定義お よび国語科 との関連 一」

『国語教育思想研究』第1号 　国語教育思想研究会

難波博孝(2010)「 論理/論 証教育の思想(2)一 論理 の教育お よび論証の妥 当性 について 一」『国

語教育思想研究』第2号 　国語教育思想研究会

難波博孝(2011)「 論理/論 証教育の思想(3)一 テ クス トの観 点か ら見た,論 理/論 証 一 」『国語

教育思想研究』第3号 　国語教育思想研究会

難波博孝(2012)「 論理/論 証教育の思想(4)一 論理 と読む ことの授業 一 」『国語教育思想研 究』

第4号 　国語教育思想研 究会

(その他)月 刊教育科学国語教育における連載(2011-2012)

1広 島大学大学院教育学研究科
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　私は以上の よ うに,論 理 と論証,お よびその教育 についての論考 を重ねて きた。 これ らの論考は,

国語教育で行われてきた,論 理お よび論証の教育についての研究を再考 し,再 構築す るためのもので

あった。

　国語教育で よく使 われ る論理の定義は井上 尚美氏のものである。 ここでは井上他(2008)で 挙げる。

　①形式論理学の諸規則 に従 った推論のこと(狭 義)

　②筋道の通った思考,つ ま り,あ る文章や話が論証の形式(前 提 一 結論,ま たは主張 一 理 由 ・根

　　拠 とい う骨組み)を 整えていること

　③直感やイメージによる思考 に対 して,分 析,総 合,抽 象,比 較,関 係づけな どの概念的思考一般

　　のこと(最 広義)(井 上尚美他2008pp.11-12)

　 この定義 については,以 下の問題点があることをす でに難波(2009)・ 難波(2012)で は指摘 した。

「(井上の論理の定義の)課 題は,井 上他(2008)は ,「論理」 をい くつかのカテ ゴリーに分けて分類

したにもかかわ らずそのすべてを再び 「論理」 として しまったこと,語 用論 的な観点(言 語 には表意

と推意(=意 図)が あ り,推 意 は状況に拠 って変わって しま うとい う語用論の基本的な考 え)を 持た

ず,言 語 と思考 を同一化 していることが挙げ られる。(難 波2009)」

　 このよ うな課題があるにも関わらず,井 上他編(2012)も 上の問題点をそのままひきついで授業提

案 を してお り,井 上他編(2012)が 提案す る授業は,論 理の授業 と言 うよ りは,国 語科授業全般 の新

しい提案 となって しまっている。

　では,ど のよ うに論理を考 えればいいだろ うか。論理は,あ る事象 と別のある事象 とに人間が構築

した関係(事 象 間の関係)の 一部である。難波(2011)は,テ クス ト言語学の研 究成果か ら,事 象間

の関係 を次のように整理 している。なお,難 波(2011)で は,言 語 に現れた,事 象 間の関係 を,「結束性」

と表現 している。

表1:言 語に表れ る,事 象間の関係(結 束性)

メッセー ジの内容 どうしの関係

メッセー ジと発信者 との関係

メッセー ジと受容者の関係

ことが らど うしの関係

時間関係　因果関係　手段 一目的関係

評価関係

ことが ら一説明関係(背 景 の説明や原因の説明)

類比関係　対比関係

まとめ関係

一般 一特殊関係　例示 一

　では,こ れ らの関係(結 束性)の 内,ど れが論理 なのだろ うか。私はこれまでの研究において,論

理 を,因 果関係 に限定 してきた。 「論理」 とい う語が辞典類 で どう記述 されてい るかを見た り,国 語

教育の分野以外 の論証についての研究 を考察 した りす ることで,論 理を因果関係 に限定 したほ うが説

明も教育や研 究も しやすいと考 えたか らである。

　っま り,表1で 示 した さま ざまな 「事象間の関係」の うち,「 因果関係」のみを 「論理」 と考える

のである。 これが本稿,お よび難波の立場である。

一50一



2.非 形式論理(日 常の論理)に お ける三つの形式

2.1.形 式論理 と非形式論理

　井上他(2008)で も① と② とで区別 されてきたよ うに,論 理お よび論理の教育の研究では,形 式論

理学の論理 と非形式論理学の論理 との区別 に苦心 して きた。 しか し,「論理」を 「因果関係」 と定義

した場合,形 式論理学の 「論理」 と非形式論理学の 「論理」はどち らも 「因果関係」 とな り,同 じも

のになって しま う。 この両者を どの ように区別すれ ばいいのだろ うか。

　道 田(2003)は,形 式論理学 とそ うでなない論理学 との違いについて,次 のよ うに述べている。

　 「日常では上で述べ られているよ うに,生 産性 を得 るためにジャンプは必要である。 この点が,論

理学における論理 と日常における論理の最 も重要な違いの一つであろ う。」

　 このよ うに,道 田は,形 式論理学(道 田は単に論 理学 と述 べてい る)と 日常の論理 との違 いは,

まず は,ジ ャンプの有無 としている。 これ は,小 西(2006)が 「「日常語で実際の議論 を弁証的な も

のととらえ,そ の評価や作成を演繹/帰 納 とは違 った方法を用いる学問」 とい うのが,当 時の非形式

論理学の 自己規定であった と言って よい。」 と述べていることと同 じであ り,「演繹/帰 納」ではない

方法(形 式論理学側 か ら見ればジャンプす ること)で 関係を形成 しているとい うことである。

　では,非 形式論理学の論理の関係 は,因 果関係であるが 「演繹/帰 納」の関係でないとした ら,ど

のよ うに表現す ることが可能なのだろ うか。

　 これ について小西は,「 議論が弁証的 ・対話的である とい うこ とをふまえて,議 論 はあ り得 る異論

や反論 に対す る反論 も組み込んだ構造 を持 たなければならない とす る立場を,ジ ョンソン(非 形式論

理学の リーダー 一難波注)が90年 代中盤か ら主張 し始 めている。」 としている。

　 この構 造 をモデル として示 したのが,ト ゥル ミンモ デル で ある。 このモデル は,ト ゥル ミンが

1958年 に既に打 ち立てた論証のモデルであった。

D=デ ー タ　 W=理 由付 け

B=裏 付 け　 Q=条 件

C=主 張　　R=反 論

図1　 トゥル ミンモデルの図式

　 トゥル ミンモデ ル に は,R(想 定 され る反論)やQ(論 証 が成 立 す る条件)が す で に盛 り込 まれ てい る・

非形 式論 理学 の論 理 は,例 えば トゥル ミンモ デル の よ うな型 が必 要 とされ る とい うこ とで あ る。

　一 方 で,ト ゥル ミンは,そ の領 域 に はそ の領域 特 有 の,妥 当性 の追 究の仕 方や 妥 当性 の水 準 が あ る

と してお り,Toulmin(1958)は,そ の領域 の こ とを 「field」と呼 んで い る(な お,　Toulmin(1979)で は,

「forum」 と呼ん で い る)。 そ して,「 論 証 」 に は,「field-invariant」 な部分 と 「field-dependent」 な部 分

が あ る(Toulmin(1958),　 p.15)と も述 べて い る。 この 両者 の 区別 は,3で 重要 とな る。
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　つま り,非 形式論理学の論理は,領 域(「field」 ・… これ は学問分野 と対応 してい る)に 依存する

ところがある,言 い換 えれば,法 学 には法学の,自 然科学には自然科学の,論 理 の仕方があるとい う

のである。

　長年,論 理 を研 究 して きた宇佐美 も宇佐美(2008)で,「 この本は語用論 に基づ く〈論理 〉教育の

改革の本 である。(p.3)」 とし,「論理」 に〈〉がついていることにつ いても,「 本書で は,論 理の前

後に山カ ッコ〈〉を付けた。 〈〉無 しでは形式論理学の論述だ と誤解 されるおそれが有 る。形式論理

学ではな く,語 用論 の観点で論述 している本だ と自覚 し,読 者にもそ う意識 しても らうために〈〉を

付 けた。(p.42)」 と述べている。つ ま り,宇 佐美 も,文 脈や状況 により解釈 が変化す ることを扱 う語

用論 の観点か ら,論 理を扱お うとしてい るのである。

　語用論 に基づ くものであるか ら,次 のような原則 も登場す る。

　 「原理 　ある言葉の解釈 は,そ の言葉の周囲の文脈によって,ま た,そ の言葉 が使 われるコミュニケー

シ ョン状況 によって,様 ざまに影響 され る。解釈 によって把握 され る意味は変動す る。(p.43)」

　 ここか ら見えることは,論 理が言語によって表現 され る以上,当 然 「論理」 も文脈の影響 を受 ける

とい うことである。

　以上の ように,非 形式論理学の論理は,反 論な どを組み込んだある種の型を必要 とすること,ま た,

論理は,学 問分野な どといった文脈や状況に依存する特質 を持つ ものであるといえる。

2.2.日 常の論理の種類

　 ところで,こ こまで述べてきたのは,非 形式論理学の論理の,そ の一部であった。小西(2006)は,「(非

形式論理学者の)立 場の違いはある として も,日 常で論理1生を重ん じる言説や推論行為のすべてが議

論ではないとい う問題意識は共有 されてい る。」 「非形式論理学 とは,演 繹/帰 納 とは違った方法 を用

い るとい うことで異 なる一方で,弁 証的(対 話的 ,相 手 を説得す るため)で ない と議論ではない」 と

述べている。っま り,非 形式論理学の論理にも,議 論(弁 証的)と そ うではないもの とがある,と い

うことである。

　小西は,議 論的ではない 日常の論理の例 として,次 の(1)を 挙げてい る。

　 (1)根 拠:西 の空が晴れてい る。

　　　　結論:明 日は傘を持っていかな くていいな。

　ただ,(1)の ような論理 は,日 常で よく使 われ るし,国 語教育をは じめ とす る学校教育で も頻繁

に登場す る。 このよ うな論理についても,教 育研究の立場か らは扱わなけれ ばな らないだろ う。

　以後の議論 を混乱 させないよ うにす るために,用 語 を以下のよ うに修正 してお く。非形式論理学の

論理の うち,議 論的な論理(弁 証的な論理,相 手 を説得す るための論理)を 「論証の論理」あるいは

「議論の論理」 と呼ぶ ことにする。なお,以 後 の論述の中で,日 常の論理,と いったときには,非 形

式論理学の論理のことを指すのであ り,そ こには,論 証の論理 も含まれ ることを留意 して欲 しい。

　 さて,日 常の論理の内,論 証の論理ではないものについては,難 波(2012)で 論述 した。 ここでは

それ を略述 したい。

　Johnson&Blair(2006)は,こ こでい う論証 の論理ではない,日 常言語の論理 を"Explanation"(説 明)

と名付 けていた。説明は,Johnson&Blair(2006)に よれば,す でに真であることが立証 されているこ

との,原 因や理 由,意 味や意義付けの説明であった。
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Johnson&Blair(2006)は,論 証(Argument)と 説明(Explanation)と の違いについて,次 のよ うに述べる。

(以下は,p.18の 記述を訳 し要約 している。)書 き手が主張を立証 しよ うとした り,そ れが正 しいこと

を示そ うとした り,読 み手 を説得 しよ うとした りしていた ら,そ れ は論証である。 もし書 き手がその

主張がすでに立証 された りして正 しいことを当然 と考 えてお り,な ぜそれが起 こるかについて述べた

り,そ れが起 こる原因や理由,そ のことの意味付 けをお こなお うとしていた ら,そ れが説明である。

　 ここで注意す るべきは,説 明が,事 実の説明だけではない,と い うことである。すでに立証 され た

と書き手が考えている主張 もここには含 まれてい る。つま り,説 明の中には,事 象(事 実)の 因果の

説明だけではな く,す でに立証 され たと書 き手が考えている主張(意 見)の 文章(談 話)も 含 まれ る

とい うことである。

　 このよ うな説明は,国 語科の教科書で も,事 実的な説 明文でも,筆 者 の意見が含 まれた説明文(こ

の筆者の意見は決 して独 自の ものではな く,す でに多 くの人に受け入れ られてい る意見)で も,多 く

見 られ るものである。

　以上の よ うに,非 形式論理学の論理,日 常の論理 には,送 り手が立証 し相手を説得 しよ うとす る,

論証の論理 と,す でに立証 されていると考 えられてお りその論理を使ってある結果 の原 因や理 由を述

べた り意味づけた りする,説 明の論理 とがあることになる。

　それでは,こ れ ら二つの他 に,非 形式論理学の論理,日 常の論理 はないのだろ うか。 この ことにつ

いて,難 波(2009b)で は,国 語科 の教科書の教材,特 に中学や高校の教科書教材 の中に,筆 者 の意

見が書かれていて,か つ,そ の意見は広 く真 であるとは認め られてい るわけではない,む しろ世の中

の逆をい くよ うな意見を持つ,そ して,そ の意見を厳密 に論証 しようとは していない,あ るいは論証

や議論 を目指 していない文章(た とえば,評 論文)が よくみ られる と指摘 してい る。 この種の文章が

持つ論理はどのように考えるべ きだろ うか。

　 この種の論理は,送 り手は 自分の主張の正 しさを立証 しよ うとしているのではないので,議 論 の論

理ではない。 また,す でに,正 しさが定まった主張を しているわけで もないので,説 明の論理で もな

い。難波(2009b)で は,こ の種の論理を〈感化 〉の論理 と呼んでい る。

　以上,日 常の論理 には3種 類 あるこ とを述べてきた。 また,日 常の論理 とは別に,形 式論理学の論

理がある。 ここで,以 下のように これ らをま とめてお く。

　 (論理の種類)

　　形式論理学の論理　　形式的な操作によって正 しさを立証す る

　　非形式論理学の論理=日 常の論理

　　　論証の論理 … ・正 しさを立証す る　　議論 の論理

　　　　　　(例:科 学論文,一 部の評論文教材)

　　　説明の論理 … ・すでに正 しい と考えられていることの原因や理 由な どを説明す る

　　　　　　(例:多 くの説 明文教材)

　　　感化の論理 … ・まだ正 しい とは限 らない主張によって受け手を感化す る

　　　　　　(例:一 部の評論文教材)

　以上四つの論理は,い ずれ も因果関係(「 ～だか ら～」の関係)で できていることは共通 している。

一方で
,表 現の形式(形 式論理か 日常言語か)目 的の違い(正 しさの立証か,説 明か,感 化 か)に よっ

て区別 されるのである。
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　国語教育をは じめとす る学校教育関係者の関心は,上 の三つの 日常の論理のよ り詳細な違い と,教

育への適用のあ り方であろ う。次章では,こ のことを考えるための手がか りとして,ア リス トテ レス

の論理の考 えを援用 したい。

3.ア リス トテ レス か ら考 え る

3.1.論 理のア リス トテ レス的分類

　 先 に示 した,日 常の論理の3種 類,論 証 の論理 ・説明の論理 ・感化 の論理 　とい う区別 は,ど こ

まで妥 当性があるのだろ うか。論証の論理 も説明の論理 も感化の論理 もみんな同 じ論理 なのだか ら「因

果関係」であ り,区 別する必要が本 当にあるのだろ うか。あるいは,こ の三つの論理の違いは,文 脈

(相手や 目的)の 違いであ り,本 質的には同 じものではないのだろ うか。

　 あるいは,論 証の論理 は,そ のまま論理(因 果関係)と しても,感 化 の論理 とは,論 理(因 果 関係)

に主観あるいは レ トリックが加わった もの,あ るいは,論 理(ロ ゴス)に パ トス(感 情)や エー トス(人

格)が 加 わったものであ り,論 理(ロ ゴス,因 果関係)に 別のものが加 わっただけではないか,と い

う疑問 も出され るだろ う。

　 このロゴスやバ トス,エ ー トス といった用語は,ア リス トテ レスをは じめ とするギ リシャ哲学の議

論でよく使われた用語である。そ こで以後は,ア リス トテ レスの理論を援用 して,こ れ ら三つの論理

の内実について考えたい。

　 ア リス トテ レスは推論(σbλλoγtσμ6⊆)について,い くつかの分類 を行 ってい る。ア リス トテ レス

の著作 『トピカ』による分類では,次 のよ うになっている(訳 は佐藤p .28に よる)。

　 (1)論 証 一 真理か ら出発す る推論

　 (2)弁 証法的推論 一 一般的通念,ト ポスを前提 とす る蓋然的 な推論

　 (3)詭 弁的推論 一 真実ではない断定か らの推論,ソ フィス ト的推論

　 また,同 じくア リス トテ レスの著作 『弁論術』の分類 では次の よ うになってい る(訳 は佐藤p.29

による)。

　 (1)弁 証法的推論 一(論 理的)三 段論法,帰 納法

　 (Ⅱ)レ トリック的推論 一 エ ンテ ユメーマ(難 波注:説 得のための推論/省 略三段論法),例 証

　 (Ⅲ)偽 レ トリック的推論

　 この分類 か ら見えることは,ア リス トテ レスは,明 らかに,真 理か ら出発 した推論 と,一般的通念(ト

ポス)か らの推論 とを区別 していることである。この両者の違いは,真理か ら出発するか一般的通念(ト

ポス)か ら出発す るかの違いである。真理か ら出発 した推論 は,『トピカ』では 「論証」 と呼ばれ,『弁

論術』 では 「弁証法的推論」 と呼ばれている。また,一 般的通念(ト ポス)か ら出発 した推論 は,『 ト

ピカ』では 「弁証法的推論」と呼ばれ,『弁論術』では 「レ トリック的推論」と呼ばれてい る
。つま り,

『トピカ』 でも 『弁論術』 でも,ア リス トテ レスは,形 式論理学の論理 と非形式論理学の論理 を区別

しているのである。

　一方,『 トピカ』 と 『弁論術』では,「 弁証法的推論」の用語 の使い方 に違 いがあるこ とがわか る。

この こ とにつ いて,佐 藤(pp.29-30)は 次の よ うに述 べ る。

　 「ア リス トテ レスは た しか に(『 弁 論術 』 にお いて 一難波 注)(1)の 　 「論 理 的」(こ こで は 「弁 証 法
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的」 とい うこと。以後 も同 じ一難波注)と,(Ⅱ)の 「レトリック的」 とを対立 させ ている。 しか し,

この 「論理的」はあ くまで狭義の論理的である。つま り(『 トピカ』の)(1)の 論証的 と同義である。

しか し,「論理的」は,広 義では,ト ポス的,す なわち蓋然的推論 までも含 んでいる。　 」

　つ ま り,「弁証法(的)推 論」 とい う用語が,狭 義の論理(真 理か ら出発す る論理であ り,形 式論

理学の論理にあたる)を 指す とともに,蓋 然的推論の論理(非 形式論理学の論理)も 含んで指す こと

もあるとい うことである。 この ことは,「 弁証法的推論」が,本 論 で述べ る,「 議論の論理」あるいは

「論証 の論理」であることであると考 える と分か りやすい。

　本論では,「 議論 の論理」 あるいは 「論証の論理」を 「非形式論理学の論理」 に限定 して述べてい

るが,形 式論理学の論理 も 「議論の論理」 と呼ぶ こともあ りうる。 なぜな ら,形 式論理学の論理はた

とえば数学に使 われるよ うに,非 言語的世界(例 えば数的世界)に おいて正 しい結果 を導 き出すため

に使われ るものだか らである。非形式論理学における議論の論理 も,形 式論理学の論理 も,い ずれ も,

「正 しさを立証 しよ う」 とす る点では一致 している。ア リス トテ レスは,形 式論理学の論理のみな ら

ず,非 形式論理学の論理にも,正 しさを証明 しよ うとする論理(論 証の論理,議 論 の論理)が あるこ

とを述べ ようとしたのである。

　佐藤は続いてこ う述べる。 「か くして 「レ トリック的」推論は,狭 義での論理的推論 と対立 しながら,

同時に広義での弁証法=論 理学 に対応 し,そ の一部 にもなっているわ けである。」 この叙述か らわか

るよ うに,「 レ トリック的推論」(=エ ンテュメーマ)は,議 論の論理である一方で,同 じ議論の論理

である,形 式論理学の論理 とは一線 を画 しているとい う,二 面性があることがわかる。

　以上のア リス トテ レスの論理 の考え方か らは,先 述 した,形 式論理学の論理 と非形式論理学の論理

との共通点 と区別がすでにギリシャ時代 にあったことが示 された。

3.2.感 化の 論理 説 明の 論理 の ア リス トテ レス 的解 釈一トポス と関わ らせ て一

　 ところで,形 式論理 学 の論 理 の出発 点 は,真 理 であ る とされ てい るが,非 形 式論 理 学 の論 理 の 中の,

議 論 の論 理(=「 エ ンテ ュメー マ 」)の 出発 点 は トポ ス と言 われ る。 で は,ト ポス(=「 通 念 」 と訳

され るこ ともあ る)と は何 だ ろ うか。

　 トポ スにつ い て,ア リス トテ レス は,

　 「す べ ての ひ とた ちに よっ てか,あ るい は大 多数 のひ とた ちに よっ てか,あ るい は知者[学 者]た ち,

っ ま り,知 者 た ちのす べ て に よって か,あ るい はそ の大 多数 の人 によ ってか,あ るいは,最 も知名 で

評 判 のひ とた ちに よって[そ うだ と]思 われ て い る こと どもが,通 念 で あ る。(村 治能 就訳 『トピカ』

1-1,p.4(佐 藤(2010)p.144に よる)下 線 難波)」 と述 べ てい る。

　 ま た,野 内 は トポ ス を,「 弁 論(議 論)の 論 拠や 論 法 を指 す 」 「「発 想 」 の 「拠 り所 」」(い ず れ も,

野 内(2002)p.162)と し,香 西 は 「彼 ら(=古 代 ギ リシ ャ人)が トポス と名 づ けた の は,そ の よ う

な発想 の型 の こ とで あ る(香 西(2000)p.13)」 と して い る。

　つ ま り,ト ポス とは,大 衆 と専門家両方が持つ通念の ことであ り,ま たその通念か ら生まれる発想

のパ ター ンの こ とで あ る,と い え る。

　 それに対 して,ア リス トテ レスが述べ る論証,本 論で言 う形式論理学の論理は,専 門家に向けられ

た,真 理 か ら出発 し,帰 納的 に あ るいは 演繹 的(三 段論 法)に 展 開 してい くもの であ る。

　 以上 を,ア リス トテ レス の こ とば で ま とめ る と次の よ うに な る。
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　　ア リス トテ レスの推論 の整理

　　　弁証法的推論(広 義)

　　　　　弁証法的推論(狭 義)

　　　　　　　　 =(ア リス トテ レス的)論 証

　　　　　　　　 =真 理か ら出発する推論=形 式論理学 の論理

　　　　　　　　　　　　　○専門家向け

　　　　　 レ トリック的推論=蓋 然的推論=非 形式論理学の論理(の 一部)=議 論(論 証)の 論理

　　　　　　　　 =エ ンテュメーマ(説 得のための推論)

　　　　　　　　 =ト ポス(一 般大衆や専門家が持つ通念)か ら出発す る推論

　　　　　　　　　　　　　○一般大衆向け

　　　　　　　　　　　　　○専門家向け

　以上のよ うに,議 論の論理が位置づけ られ るとした ら,本 論で述べた,説 明の論理や感化の論理 は,

ア リス トテ レス的な枠組みでは どのよ うに位置つ くだろ うか。

　 この ことを考えるために,ま ず,ト ポスについて詳 しく考 えたい。 この トポスは,先 ほ ど見たよ う

に,通 念,詳 しく言えば,専 門家や大衆が持つ通念の ことであった。

　 この トポスには どのよ うなものが含まれ るのだろ うか。野津は,次 のよ うにま とめている(p.53)。

　　 トポスの分類

　　　(1)説 得推論 を形成 しえない トポス

　　　　(1.1)性 格の トポス(話 し手の性格に基 く説得 の原理)エ ー トス

　　　　(1.2)感 情の トポス(聞 き手の感情に基 く説得 の原理)パ トス

　　　(2)説 得推論 を形成 しうる トポス(論 証そのものに基 く説得の原理)

　　　　(2.1)固 有の トポス(個 々の弁論の種 において使用 される)

　　　　　(2.1.1)議会弁論の トポス(注:議 会=審 議のこと　難波)

　　　　　(2.1.2)演示的弁論の トポス

　　　　　(2.1.3)法廷弁論の トポス

　　　　(2.2)共 通の トポス(3種 の弁論 において共通に用い られ る)

　 この分類 からわかるよ うに,エ ー トス とパ トスだけでは説得推論(=本 論 で言 う,日 常の論理 にお

ける議論の論理)を 形成 し得ない,と い うことである。それ が形成するためには,そ の論理が使用 さ

れ る領域固有の トポスと,ど の場面でも共通の トポス とが必要であるとい うことである。

　ア リス トテ レスは,固 有の トポスと共通の トポスについて,次 のよ うに述べる。

　 「弁証術的推論並びに弁論術的推論 は我々が トポス と呼ぶ もの と関係 がある。 これ ら トポス とは,

正義,自 然,政 治,そ の他,種 類の異なる多 くのこ とにつ いて共通 に関わ りを有す る 「共通 トポス」

のことである。例えば 「よ り多い こととよ り少いこと」 についての トポスがそれである。 とい うのは

正義について も自然 についても他 の何について も,こ れ らがそれぞれ種類 の異なるものではあるに も

かかわらず,こ の(共 通の)ト ポスか ら同 じよ うに推論 した り説得推論を組み立てた りす ることが可

能だからである。

　それに対 して 「固有の トポス」すなわちそれぞれの種ない し類 に関係す る諸命題 か ら来ているよ う

な命題,が 存在する。例 えば,自 然に関 しては,そ れか らは倫理についての説得推論ない し推論を構
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成 し え な い よ う な 諸 命 題 が 存 在 す る し,倫 理 に 関 し て は,そ こ か ら は 自 然 に つ い て の そ れ ら を 構 成 し

え な い よ う な 別 の 諸 命 題 が 存 在 す る 。全 て の 領 域 に 関 し て も 同 様 の こ と が 言 え る 。(ア リ ス トテ レ ス 『弁

論 術 』1358a10-21野 津(2010)pp.38-39に よ る 。)」

　 こ こ か ら わ か る こ と は,ト ポ ス(=通 念)に は,固 有 の トポ ス と 共 通 の トポ ス が あ る こ と,固 有 の

トポ ス と は あ る 特 定 の 領 域 に 通 用 す る 通 念 で あ る と い う こ と,共 通 の トポ ス と は 領 域 を 超 え た,だ れ

も が そ の よ う に 考 え る で あ ろ う 通 念 で あ る と い う こ と で あ る 。 こ う し て み る と,ト ゥル ミ ン が,論 証

に は,「field-invariant」 な 部 分 と 「field-dependent」 な 部 分 が あ る(Toulmin,　 p.15)と 述 べ た こ と と 通 じ

る も の で あ る こ と が 分 か る 。

　 ト ゥル ミ ン は,ト ゥル ミ ン モ デ ル を 作 っ た 際,そ の 最 も 大 事 な 要 素 と し て,「 裏 付 け(=backing)」

を 挙 げ て い る(図1で はBに あ た る と こ ろ)。 ま た,Hitchcock(2006)は,"In　 Toulmin's　 model,　 warrants

are　justified　 by　backing.　 His　conception　 of　backing,　 and　 his　distinction　 between　 warrant-using　 and　 warrant-

establishing　 arguments,　 is　linked　to　his　strong　field-dependency　 thesis(p.214)"と 述 べ て お り,ト ゥ ル ミ ン

モ デ ル に お い て,「 理 由 づ け 」(warrant)が 「裏 付 け 」(backing)に よ っ て そ の 正 し さ が 保 証 さ れ て い

る こ と,ま た,そ の 裏 付 け が 領 域 依 存 し て い る こ と を 指 摘 し て い る 。

　 ま た,Toulmin自 身 も,「 裏 づ け 」(backing)に つ い て 以 下 の よ う な コ メ ン ト を し て い る(い ず れ も

Toulmin,　 S.E.1958　 p.96)｡

　 "But　 the　moment　 we　 start　asking　 about　 the　backing　 which　 a　warrant　 relies　on　in　each　field,　great　differences

begin　 to　appear:the　 kind　 of　backing　 we　 must　 point　 to　if　we　 are　to　establish　 its　authority　 will　change　 greatly　 as

we　 move　 from　 one　 field　of　argument　 to　another."

　 "all　 we　 are　 trying　 to　show　 is　the　 variability　 or　field-dependence　 of　the　 backing　 needed　 to　establish　 our

warrants."

　 これ らの引用 に見 られ るよ うに トゥル ミン自身 も,裏 付 けが領域依存 していることを何度 も強調 し

ている。 このよ うに,論 証(=議 論)は 領域依存 しているのであ り,ア リス トテ レス的に言 うと,(そ

の領域)固 有の トポスか ら出発 している とい うことが言 える。

　 しか も,議 論の論理(=論 証の論理)が,裏 付けが領域依存 しているとか,固 有の トポスか ら出発

する とい うことは,そ れが専門家向けの論理であることは明 らかである。議論 の論理(=論 証の論理)

は,あ る領域の専門家に向けられた,そ の領域固有の トポス ・裏付けをもった論理であるとい うこと

ができる。

　 で は,ト ゥル ミンが領 域 普遍 といい,ア リス トテ レス が共通 の トポス と言 っ てい る もの は どん な も

が あ るだ ろ うか。 ア リス トテ レス は,次 の よ うな もの を挙 げて い る(野 津2005)。

「も し何事 が 存在 す るあ るい は存在 した こ とが可能 で あ るな らば,そ れ と正反 対 の こ と もまた存在 す

る こ とが可能 で あ る」 「<何 事 か が 可能 で あれ ば,そ れ と似 た こ とも また[可 能 で あ る]」 「よ り困難

な こ とが可 能 で あれ ば,よ り容 易 な こ と もま た[可 能 で あ る]」 「何 事 か が優れ た立派 な もの と して生

じるこ とが 可能 で あ るな らば,[そ の何事 か は]総 じて生 じる こ とが可能 であ る」。

　 この よ うな 共通 の トポ スは,一 般 的 に物 を考 える傾 向,と い って いい だ ろ う。 例 えば,共 通 の トポ

ス15は,次 の よ うな もの で ある(野 津2005に よる)

　 「トポ ス15:も うひ とつ の トポ ス は,<[人 々が]あ か らさま にphaner6s賞 賛 して い る もの と心 中

密 か にaphan6s賞 賛 して い る もの とは同一 の もので は な く,あ か ら さま には く正 しい こ と 〉や く立派
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なこと〉をもっ ともよく賞賛 し,私 的にはく有益なこと〉をよ り一層望むものであるか ら,こ れ らの

ことを手がか りとしてek[そ の人々の結論 とは]別 の結論 を推論 によ り帰結 させ るよ うに努 めるこ

とpeirasthai　synagein>で ある。」

　 これは,「 人間があか らさまに賞賛 してい るものは正 しい ことや立派 なことであ り,密 かに賞賛 し

ていることは有益なことである」 とい う 「人々がものを考える傾 向」である。

　議論(論 証)の 論理では,固 有の トポス と,こ こに示 した よ うな(ア リス トテ レスは28の 共通 ト

ポスを挙げている)共 通の トポス とを使 って展開 され てい くのである。

　では,日 常言語 の論理の うち,議 論(論 証)の 論理以外の論理 である,説 明の論理や感化 の論理は,

ア リス トテ レスの トポス論では,ど の ように説明 され るだろ うか。

　 まず説明の論理 を考える。説 明の論理 とは,先 述 した ように 「書き手がその主張がすでに立証 され

た りして正 しい ことを当然 と考えてお り,な ぜそれが起 こるかについて述べた り,そ れが起 こる原因

や理由,そ の ことの意味付 けをお こなお う」 とす るものであった。 とい うことは,こ の説明の論理 は,

専門家が大衆 に向けて行 う論理であることが分かる。そ して,そ こでは,そ の専門家が属す る領域 の

固有の トポス(領 域固有の通念)が 使われ るとともに,大 衆にわか りやす く説 明するために,共 通 の

トポス も使われ るだ ろう。共通の トポスは,学 術論文の ような議論の論理 にも使われ るだろ うが,そ

の頻度は説明の論理に比べれば少ないことが想定 され る。

　 このよ うなタイプの論理 は,小 学校 の説明文教材 に典型的に見 られ るものである。例えば,「 森林

のお くりもの」 とい う教材(筆 者:富 山和子 　平成23年 版国語科教科書 　東京書籍　5年 　所収)は,

筆者が,読 者 に対 して 「緑豊かな国土に生まれたことに感謝 しなけれ ばな らない/林 業の素晴 らしさ

尊 さを考えなけれ ばな らない」 とい う主張 を述べ,そ のために,森 林が人 間に送って くれた木や火,

水のお くりものや森林を守っていく林業の人々の苦労について述べ られ ている。

　 この文章は,主 張があ りそれにむけての事実や理由づ けがあるのだが,筆 者富山和子は,森 林がお

くりものであることの正 しさを読者に対 して立証 しようとしているのではなく,既 に立証 されている

森林 のすばらしさについて,読 者 に分 かるよ うに説明 しているのである。その説明が,た だ事実 を羅

列す るものではな く,因 果関係 によって説明されている。ここには,森 林に関わる領域固有の トポス

(た とえば,森 林 がど うやって水 を保持 しているか とい う知識)を ふまえなが ら,文 章が展開 してい

るのである。

　 次に感化 の論理であるが,こ れ は,先 述 したよ うに,「 筆者 の意見が書かれ ていて,か っ,そ の意

見は広 く真であるとは認 められているわけではない,む しろ世の中の逆をい くよ うな意見を持 ち,そ

して,そ の意見 を厳密 に論証 しようとは していない」論理 である。 これは,そ の領域の専門家が書 く

ことも考えられ るし,そ うではない筆者 も想定 され うる。 そこでは,固 有の トポス も使われ るだろう

が,ど ち らか とい うと共通の トポスに頼った ものである といえる。

　 この ようなタイプの論理 は,高 等学校の評論文教材に典型的に見 られ る。 たとえば,「水の東西」(筆

者:山 崎正和)は,多 くの高等学校の教科書に採録 されているが,こ の評論文では,比 較文化研究者

ではない山崎が(山 崎は文芸評論家である),噴 水 と鹿お どしとい う二つの事例 を使 いなが ら,日 本

文化 と西洋文化 との対比を論 じていくとい う文章である。 その最後 は,「 鹿お どしは,日 本人が水 を

鑑賞する行為の極致を現す仕掛 けだ と言えるかも しれない。」で終わっている。

　 この文章の特徴 は,た だ事実が書かれているのではなく筆者 の考えが書かれ ていることは間違いな
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いのだが,主 張 自体が明確ではな く,ま た,文 章の流れ も,明 確な論証形式にはなっていない。また,

ここで述べ られた ようなこと,例 えば,上 に示 したよ うな 「鹿お どしは,日 本人が水 を鑑賞す る行為

の極致を現す仕掛けだ」 といった ことは,そ れ までに正 しさが論証 された ことではない。 さらに,こ

の文章には,比 較文化に関わる専門的な知識(固 有の トポス)は 見 られず,噴 水 と鹿お どしとい う平

易なものを使 って書かれている。

　その上,こ の文章には,共 通の トポスが頻繁に使われている。例 えば,林 原(2011)が 「反対論法」(「開

封後は冷蔵庫で保存 してください」 とあった ら 「反対に開封前は常温で保存 して よい」 とい うことが

推論 される)と して挙げたものは,ア リス トテ レス も共通の トポスに挙 げているものであるが,「 水

の東西」でも使われている。鹿お どしについて 「(水や時を:難 波挿入)を せ き止 め,刻 む ことによって,

この仕掛 けはかえって流れてや まない ものの存在 を強調 している と言 える。」 とす るのに対 し,噴 水

は 「揺れ動 くバ ロック彫刻 さなが らであ り,ほ とば しると言 うよりは,音 を立てて空間に静止 してい

るよ うに見えた。」 とし,「鹿お どし一止 まることで流れ を強調する」 とは反対に 「噴水はず っと動 く

か らこそ静止 して見える」 としているのである。

　 このよ うに,「 水 の東西」のよ うな評論文は,専 門家ではない筆者が(多 くの場合,評 論家 とい う,

ある領域 の専門家ではな く全般的な知識人が多い),専 門的 な固有の トポスをあま り使 わず,ま た,

すでに正 しさが立証 されたことを説 明するのではな く,自 分が言いたい ことを,一 般大衆に向けて論

証する意思な く書いているのである。そ して こういった文章 には,共 通の トポスが頻用 され るのであ

るその ことを示 したのが,香 西(1995)で ある。 この書では,福 田恒存の評論文 が分析 されている。

また,こ のよ うな 「感化 の論理」を持つ文章が,大 学入試 などの問題文 として扱われ るのも,そ の文

章が 「固有の トポス」をあま り持っていない特徴に拠る ところが大 きい と考 えられ る。

　以上 をま とめると,次 の ようになる。

日常の論理の種類 出発点 送 り手 受け手 文章の例

論証の論理

説明の論理

感化の論理

固有 の トポス

固有 の トポス

共通 の トポス

共通 の トポス

固有 の トポス

専門家

専門家

大衆(多 くの場合非専門家

的な知識人)

専門家

大衆

大衆

学術論文

小中の説明文教材

中高の評論文教材

4.最 後 に一 「日常 の 論 理 」 の 教 育 に 向 け て一

　 ここまででみた よ うな,論 理の種類 とその内実をふまえて,論 理の教育を学校教育,と くに国語教

育で どの ように行なっていくかについて考えていかなけれ ばな らない。そのための展望を述べておき

たい。

　論証の論理教育 を,国 語科教育では今まで行 っていなかった。 しか し,例 えば,平 成23年 度版の

小学校 国語科教科書には,「 いるかのねむ り方」 とい うよ うな,元 は学術論 文であったものを リライ

トして掲載 し,現 象 → 仮説 → 検証 → 検証結果 → 考察 → 新たな仮説 …　 　 とい う,論 証の形式 を

教えようとす る教材 も出始 めてい る。 しか し,ト ゥル ミンモデル にあてはめて,反 論 を考えた り条件

を考えた りす るに足るような教材はまだない。
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　 これは,国 語科教育が どうあるべ きかとい うことと深 く関係 している。今まで見たよ うに,学 術論

文を一つの例 とす る論証の論理は,専 門家が専門家に向けて発信す るものである。それ を,専 門家で

はない学習者 が,し か も,そ の専門領域ではない国語科で学ぶ ことはかな り難 しい ことである。 しか

し,今 後国語科 の内容 を拡張 し,簡 単な社会科学や 自然科学の論証 の論理 を学ぶ ような領域,例 えば,

真の意味での 「論理科」 とい うものができた ら,そ こでの学びの可能性 があるだろ う。

　次に,小 中学校 の説明文教材で多 く見 られ る,説 明の論理 を学ぶ ことについてである。説明の論理

は,専 門家が大衆に向けて,そ の領域では立証 されていることについて,説 明す るものである。形は

意見の文章であっても(筆 者 の主張が書いてあった として も)そ の主張はすでに適切 さがその領域で

立証 されているものであ り,読 者がその主張の適切 さを論証す る必要がない ものである。

　説明の論理の文章教材 を読む授業のためには,少 な くとも次のことが必要になるだろ う。

○　当該の文章 を読むための言論の場 を仮設す る。

　仮想的に,送 り手 と受 け手による場 を作 り,「説明」 される必然 を仮設す る必要がある。

○　当該の文章の論理を把握す る。

　　　　◎論理関係(原 因 一 結果/根 拠 一 主張)を 把握す る。

　　　　◎原因や根拠の元 となる事実(知 識)(=出 発 点)を 把握する。

○　当該の文章 を論理で理解す る。

　　　　◎論理関係 と出発点を基 に,文 章の内容 を理解す る。

○　当該の文章の論理(論 理 関係,出 発点,具 体例の出 し方)や 表現 を批評す る。

　筆者の主張を批評す るのではなく,そ こにいたるまでの論理関係や具体例の出 し方表現の仕方など

を批評 し,も っ とうまく文章化できるよ うな,論 理 ・内容 ・表現の改善を試 みる。

　最後 に,中 高等学校の評論文教材で多 く見 られ る,感 化の論理を学ぶ ことについてである。感化の

論理は,専 門家ではない筆者が(多 くの場合 は知識人だが)大 衆に向けて,あ ることが らについての

自分の考えを,そ の領域 の固有の トポス(専 門用語や知識 な ど)を あま り使わず,共 通の トポス(人 々

が考えがちである傾向)を 使い,論 証 しないで,読 み手を感化 しようとす る論理である。

　感化の論理の文章教材 を読む授業のためには,少 な くとも次のことが必要になるだろ う。

○　当該の文章 を読むための言論 の場を仮設する。

　仮想的に,送 り手 と受 け手による場 を作 り,「感化(説 得)」 される必然 を仮設す る必要がある。

○　当該の文章の論理を把握す る。

　　　　◎論理関係(根 拠 一 主張)を 把握す る。

　　　　◎原因や根拠の元 となる事実(知 識)通 念(=出 発点)を 把握す る。

○　当該の文章 を論理で理解す る。

　　　　◎ この文章で使われている共通の トポスを知 る。

　　　　◎論理関係 と出発 点,及 び共通の トポスを基に,論 理の内容を理解す る。

○　当該 の文章の論理(主 張,論 理関係,出 発点,論 理 の内容,ト ポス)を 批評す る。

　 ここで留意 したいのは,感 化の論理が使われてい る評論文が考える 「共通の トポス」である。筆者

が考える 「共通の トポス」を実は読者である学習者が持 っていない ことが十分想定 され る。 この場合

の授業のあ り方は,か な り深刻 に考えなくてはいけないだろ う。

　今後は,上 のような展望に立って,具 体的な論理教育の構想 を考 えたい。

　 ・1
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